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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年７月７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗船者死亡 

発生日時 不明（平成２２年１０月２５日（月） １０時１５分ごろ～２６日（火）

０６時５５分ごろの間） 

発生場所 不明（鹿児島県瀬戸内町瀬
せ

武
たけ

の海岸沖１００ｍ付近～同町赤崎南西方沖６

００ｍ付近の間） 

事故調査の経過  平成２２年１０月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

手漕ぎボート（船名なし） 

 なし、個人所有 

 約３.３ｍ×約１.０ｍ×約０.５ｍ、ＦＲＰ 

 なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 乗船者 男性 ７１歳 

 死傷者等 死亡 １人（乗船者） 

 損傷 不明（本船は発見されていない。） 

 事故の経過 

 

 本船は、平成２２年１０月２５日１０時１５分ごろ、乗船者が１人で乗

り、瀬武の海岸沖１００ｍ付近を沖に向かっているところを海岸にいた乗

船者の知人（以下「知人Ａ」という。）によって目撃された。 

 このとき、知人Ａは、乗船者がいつも釣り道具等を運ぶ際に使用してい

る手押し車が海岸に置かれ、また、乗船者が救命胴衣を着用していないこ

とに気付いた。 

知人Ａは、１８時００分ごろ再度瀬武の海岸を訪れたところ、本船が戻

っておらず、乗船者の手押し車が海岸に置かれていたので不審に思い、別

の知人（以下「知人Ｂ」という。）に連絡し、知人Ｂと共にボートに乗り、

本船を目撃した海域付近を捜索したが見付からず、１９時２５分ごろ、知

人Ｂの家族を通じて１１０番通報を行った。 

海上保安庁等による捜索の結果、翌２６日０６時５５分ごろ赤崎南西方

沖６００ｍ付近（概位 北緯２８°０９.４′ 東経１２９°１３.８′）

において、救命胴衣を着用せず、うつ伏せの状態で浮いている乗船者が発

見され、のち死亡が確認されたが、本船は発見されなかった。 

乗船者の死因は、溺水と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３ 

海象：水温 約２６℃ 
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 その他の事項   本船は、ふだんから瀬武の海岸に置かれており、乗船者が、時折、本船

を使用して釣りを行っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 乗船者の死因は、溺水であった。 

 本船は、乗船者が１人で乗り、１０時１５分ご

ろ、瀬武の海岸沖１００ｍ付近を航行していると

ころを目撃されたのち、翌日０６時５５分ごろ赤

崎南西方沖において漂流している乗船者が発見さ

れたことから、この間において、乗船者が落水し

た可能性があると考えられるが、落水した状況を

明らかにすることはできなかった。 

 乗船者は、落水して溺水したものと考えられる

が、溺水に至った状況を明らかにすることはでき

なかった。 

 乗船者は、救命胴衣を着用していなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、本船が瀬武の海岸を出航後、乗船者が落水したことにより発

生した可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のことが考

えられる。 

 ・救命胴衣の着用 

 

 




